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　共同住宅とりわけ共用部分については、周囲からの見通しやそれぞれの場所に応じた照度※

の確保が必要であり、特に犯罪に遭いやすいエレベーター内では、防犯カメラや通報装置、外

部から見通せる窓の設置等が防犯上重要です。	 	 	 	 	 	 　			

　また、居住者のコミュニティ形成が促進されるように配置することも大切です。	 	 	

共同住宅における防犯上のポイント

それぞれの地域における共同住宅の事情を考慮しながら、必要に応じて次の点に配慮します。

共用部分
エントランス、エレベーター、

廊下・

階段、駐車・駐輪場、遊び場
等

玄関
（周囲からの見通しを確保）

管理人室
（共用部分を見通せるか近接した位置）

メールコーナー
（玄関付近からの見通しを確保）

50ルクス
以上（内側）

20ルクス
以上（外側）

エレベーターホール
（玄関付近からの見通しの確保、
 エレベーター内を見通せる窓）

50ルクス
以上

エレベーター
（防犯カメラ、通報装置）

廊下・階段
（周囲からの見通しを確保）

外部モニター

20ルクス
以上

通路、遊び場
（周囲からの見通しを確保）

3ルクス
以上

駐輪場
（周囲からの見通しを確保、盗難防止用ラック）

駐車場
（周囲からの見通

しを確保）

自動ゲート
管理システム

50ルクス
以上

50ルクス
以上

    
    
    
    
    
    

「共同住宅」って？
　この指針にいう「共同住
宅」とは、アパートやマン
ション等、1つの棟に2世
帯以上が独立して居住する
構造となっている住宅をい
います。

3ルクス
以上

3ルクス
以上
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※共同住宅の共用部分における防犯上必要な照度

玄関（内側）、
メールコーナー、
エレベーター（か
ご内、ホール）

10 メートル先の人の
顔や行動が明確に識
別でき、誰であるか
よくわかる程度以上

共用部分
床面の
平均照度 明るさの程度

10 メートル先の人の
顔や行動が識別でき、
誰であるかわかる程
度以上

4 メートル先の人の行
動等が視認できる程
度以上

玄関（外側）、廊下、
階段、玄関以外の
出入口

駐車場、駐輪場、
歩道、車道、遊び
場、広場

　専用部分の玄関戸や窓には防犯性能の高い建物部品を導入し、上階への足がかりとなりやす

い物件や階段の手すり、雨樋を利用した侵入の防止等、外部からの侵入防止対策が大切です。	

                                                            

「防犯性能の高い建物部品」って？

専用部分 各住戸の玄関、窓、バル
コニー等

住戸の玄関戸

住戸の窓 バルコニー

支障のない範囲での見通しの
確保と足がかりとなりやすい
物件からの侵入防止

屋根等からの侵入

雨どいからの侵入

鍵付クレセント

面格子（通路側）

防犯合わせガラス

板ガラス

中間膜

補助錠

●インターホン、オートロックシステム
共用・住戸玄関の外側や管理人室との
通話機能を有するもの（カメラで映像
が映るタイプも有効）

防犯性の高い錠、ツーロック

サムターンカバー

ドアスコープ

50ルクス
以上

20ルクス
以上

3ルクス
以上

　 　

　「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」（警察庁、国土交通省、経済産業省、建物部品関連民間団体で構成）が、第三者機関の試験により工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に5分以上要する等、一定の防犯性能があると評価した建物部品をいい、「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載し、公表しました。　建物部品には、ドア、錠、ガラス、サッシ等があります。　詳しくは、財団法人全国防犯協会連合会ホームページhttp://www.cp-bohan.jp/　をご覧下さい。

●扉の材質
　スチール製等の破壊が困難な材質

ドアチェーン、ドアガード
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共同住宅における犯罪の防止に関する指針について
（指針の詳しい内容は 7 〜 9 ページをご覧下さい）

　この指針は、犯罪の防止に配慮した構造や設備等に関する基準、居住者の安
全を確保するための管理対策等を示し、防犯性能の高い共同住宅の普及を図り、
安全に暮らすことができる社会の実現を目的としており、京都府犯罪のない安
心・安全なまちづくり条例に基づき策定したものです。

1
目的

（1）�建築主をはじめ、設計・建築・供給しようとする事業者や共同住宅の所有者、
管理者に、防犯性の向上のための企画・計画上の配慮事項や具体的手法等
を示し、その取組みを促すものです。

（2）�指針の適用にあたっては、避難計画等との関係に配慮し、関係法令等と
の適合、建築計画上の制約、管理体制の整備状況、居住者の要望等を検
討した上で、対応が困難な項目については除外することができるものと
します。

（3）�社会状況の変化や技術の進展等により、必要に応じて見直すこととします。

2
基本的な
考え方

侵入に 5分以上かかる
犯行をあきらめる

壊されにくい
設備にする

②人目 ④音

突然大きな音が鳴る
周囲に気付かれるのを

いやがる

防犯アラームで
威嚇する

突然明るく照らされる
人目につくのを
いやがる

センサーライトで
威嚇する

周囲の人目につく
視覚を気にして
あきらめる

周囲からの見通しを
確保する

侵入防止のための4つの原則

京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例
（平成16年京都府条例第42号、抜粋）

第14条（施設等における防犯性の向上）
道路、公園、駐車場等の日常生活に関連する施設等を設置し、又は
管理する者は、その施設等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を
有するものとするために必要な措置を講じるよう努めるものとする。

泥棒がいやがる家って？泥棒がいやがる家って？
①時間 ③光



5 みんなの力で地域の防犯 ! 6みんなの力で地域の防犯 !

安心して暮らせるコミュニティ
住民、防犯団体、警察等と
連携した防犯活動等

[ ソフト面の対策 ]

安全で快適な環境づくり
防犯に配慮され

環境が整った共同住宅

[ ハード面の対策 ]

3
防犯の
基本原則

犯罪の防止に配慮した環境整備
は、ソフト・ハードの両面から
促進することが大切です。

「犯罪のない安心・安全
なまちづくり」はどのよ
うにすればいいの？

　共同住宅で発生する犯罪を防止するため、次の 4 つの基本原則から防犯性
の向上について検討し、住宅の計画、設計、改善や整備を行うこととします。

犯罪企図者※の侵入や接近を阻止し、
犯行をあきらめさせる接近の制御

●��敷地を見通しの良いフェンス等で囲う
●��防犯センサー等を設置し犯罪企図者を威嚇する
●��敷地内の配置・動線 (人の移動 )・住棟計画や設
計を工夫する

たとえば

住宅の設備を壊されにくい物とし、犯行をあきらめさせる

被害対象の強化・回避
●��解錠されにくい錠や二重錠、チェーン錠のつい
た玄関扉にする

●��防犯窓ガラスを使用する
●��窓に面格子や補助錠をつける

たとえば

住民同士がコミュニケーションを持ち、
防犯性の高い領域をつくる領域性の強化

●��住民や管理組合を中心とした自主防犯等の協働
活動を行う

●��近隣の人とあいさつを交わす等良好な近所付き
合いをする

●��近隣住民や防犯ボランティア等と情報を共有し
交流を深める

たとえば

周囲からの見通しを確保し、
住民の目が自然に行き届く環境をつくる監視性の確保

●��共用玄関、廊下等の周囲からの見通しを確保する
●��施設・設備の改善により死角をなくす
●��見通しが確保できない場所には防犯カメラ等で
補完する

たとえば

連携

※「犯罪企図者」とは、犯罪を行おうとする者をいいます。
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共同住宅における犯罪の防止に関する指針
第 �1　通則��
1��　目的

   　この指針は、京都府犯罪のない安心・安全な
まちづくり条例（平成16年京都府条例第42号）
に基づき、共同住宅について、犯罪の防止に配
慮した構造及び設備等に関する基準、居住者の
安全を確保するための管理対策等を示すことに
より、防犯性能の高い共同住宅の普及を図り、
府民等が安全に暮らすことができる社会の実現
に資することを目的とする。

　2　基本的な考え方
 （1） 　この指針は、建築主をはじめ設計し、建築

し、供給しようとする事業者及び共同住宅の
所有者又は管理者に対し、防犯性の向上に係
る企画・計画上の配慮事項や具体的な手法等
を示し、その取組みを促すものである。

 （2） 　この指針の適用に当たっては、避難計画
等との関係に配慮するとともに、関係法令
等との適合、建築計画上の制約、管理体制
の整備状況、居住者の要望等を検討した上
で、対応が困難な項目については除外する
ことができるものとする。

 （3） 　この指針は、社会状況の変化や技術の進展
等を踏まえ必要に応じて見直すものとする。

　3　防犯の基本原則
   　共同住宅で発生する犯罪を防止するため、次

の 4 点の基本原則から防犯性の向上について
検討し、住宅の計画、設計、改善及び整備を行
うものとする。

 （1）   周囲からの見通しの確保（監視性の確保）
    　周囲からの見通しを確保することによっ

て、犯罪企図者（注 1）が近づきにくい環境
を確保する。

 （2）   居住者の共同意識の向上（領域性の強化）
    　居住者が帰属意識を高め、コミュニティの

形成を促進させることにより、犯罪の起こり
にくい領域を確保する。

 （3）   犯罪企図者の接近の防止（接近の制御）
    　塀や門扉等を設置することにより犯罪企図

者の侵入経路を制御し、犯罪企図者の犯行を
物理的・心理的に断念させ、犯行の機会を減
少させる。

 （4）   部材、設備等の強化（被害対象の強化・回避）
    　犯罪企図者が住戸内へ侵入しようとする

際、破壊が困難、又は破壊に時間を要する窓
や扉にすることにより犯行を断念させ、被害
を回避する。

第 2　�犯罪の防止に配慮した共同住宅の構造及
び設備等に関する基準犯罪の防止に配慮
した住宅の構造及び設備等に関する基準
は、次のとおりとする。

　�1　共用部分
 （1） 　共用出入口
   ア 　周囲からの見通しが確保された位置等に

あること。
   イ 　共用玄関は、各住戸と通話可能なイン

ターホンとこれに連動した電気錠を有した
玄関扉によるオートロックシステムが導入
されたものであることが望ましい。

   ウ 　オートロックシステムが導入されている
場合には、共用玄関以外の共用出入口は、
扉が設置され、当該扉は自動施錠機能付き
錠が設置されたものであること。

   エ 　共用玄関は、人の顔、行動を明確に識別
できる程度以上の照度（注 2）が確保され
たものであること。また、共用玄関以外の
共用出入口は、人の顔、行動を識別できる
程度以上の照度（注 3）が確保されたもの
であること。

 （2）   管理人室
    　共用玄関、共用メールコーナー（宅配ボッ

クスを含む。以下同じ。）及びエレベーター
ホールを見通せる位置、又はこれらに近接し
た位置にあること。

 （3）   共用メールコーナー
   ア 　共用玄関付近からの見通しが確保された

位置等にあること。
   イ 　人の顔、行動を明確に識別できる程度以上

の照度（注 2）が確保されたものであること。
 （4）   エレベーターホール
   ア 　共用玄関付近からの見通しが確保された

位置等にあること。
   イ 　人の顔、行動を明確に識別できる程度以

上の照度（注 2）が確保されたものである
こと。

   ウ 　エレベーターホールには、見通しを補完
する設備として防犯カメラを設置するこ
と。

 （5）　エレベーター
   ア 　「かご」内に防犯カメラが設置されたも

のであること。
   イ 　非常の場合において、押しボタン等によ

り「かご」内から外部に連絡又は吹鳴する
装置が設置されたものであること。
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   ウ 　通報装置の位置は、子どもでも利用可能
な高さに設置されたものであること。

   エ 　「かご」及び昇降路の出入口の扉は、外
部から「かご内を見通せる窓が設置された
ものであること。

   オ 　「かご」内は、人の顔、行動を明確に識
別できる程度以上の照度（注 2）が確保さ
れたものであること。

 （6） 　共用廊下・共用階段
   ア 　周囲からの見通しが確保された構造等を

有するものであることが望ましい。
   イ 　人の顔、行動を識別できる程度以上の照

度（注 3）が確保されたものであること。
   ウ 　共用階段は、共用廊下等に開放された形

態であることが望ましい。
 （7） 　駐車場・駐輪場（自転車・オートバイ置場）
   ア 　周囲からの見通しが確保された構造等を

有するものであること。
   イ 　構造上周囲からの見通しが確保できない

場合には、防犯カメラの設置等により見通
しを補完する対策をとること。

   ウ 　チェーン用バーラック（注 4）､ サイクル
ラック（注 5）等の設置により盗難防止に
有効な措置が講じられたものであること。

   エ 　人の行動を視認できる程度以上の照度
（注 6）が確保されたものであること。

   オ 　屋根を設ける場合は、住戸への侵入の足
場とならないような配置・構造とすること。

 （8） 　駐車場
   ア 　周囲からの見通しが確保された構造等を

有するものであること。
   イ 　人の行動を視認できる程度以上の照度

（注 6）が確保されたものであること。
 （9）   歩道・車道等の通路
   ア 　周囲からの見通しが確保された位置にあ

ること。
   イ 　人の行動を視認できる程度以上の照度

（注 6）が確保されたものであること。
   （10）   遊び場、広場又は緑地等
   ア 　周囲からの見通しが確保された位置にあ

ること。
   イ 　人の行動を視認できる程度以上の照度

（注 6）が確保されたものであること。
   ウ 　塀、さく又は垣等は、周囲からの見通し

が確保されない死角の原因とならないもの
であること。また、住戸への侵入の足場と
ならないような配置・構造とすること。

　2　専用部分
 （1） 　住戸の玄関扉
   ア 　防犯建物部品等（注 7）の扉（枠を含む。）

及び錠が設置されたものであること。
   イ 　ドアスコープ等及びドアチェーン等が設

置されたものであること。
 （2） 　インターホン
   ア 　住戸玄関の外側との間の通話機能を有す

るものであること。
   イ 　管理人室が置かれている場合には、管理人

室との間の通話機能を、また、オートロックシ
ステムが導入されている場合には、共用玄関扉
の電気錠と連動し、共用玄関の外側との間の通
話機能を有するものであることが望ましい。

 （3） 　住戸の窓
   ア 　共用廊下に面する住戸の窓（侵入のお

それのない小窓を除く。以下同じ。）及び
接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー
等に面するもの以外のものは、防犯建物部
品等のサッシ及びガラス（防犯建物部品等
のウィンドウフィルムを貼付したものを含
む。以下同じ。）、面格子その他の建具が設
置されたものであること。

   イ 　バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵
入が想定される階に存するものは、防犯建
物部品等のサッシ及びガラスその他の建具
が設置されたものであること。

 （4） 　バルコニー
   ア 　縦樋、手摺り等を利用した侵入の防止に

有効な構造を有するものであること。
   イ 　バルコニーの手摺りは、見通しが確保さ

れたものであることが望ましい。

第 3�　�共同住宅の居住者の安全を確保するため
の管理対策共同住宅の居住者の安全を確
保するための対策は、次のとおりとする。

　1　�設置物、設備等の整備及び維持管理
 （1） 　防犯設備（注 8）の点検整備
    　オートロックシステム、インターホン、防

犯カメラ（モニター、録画装置等を含む。）、
防犯灯等の防犯設備について、適正に作動し
ているかを定期的に点検整備すること。

 （2） 　死角となる物の除去
    　共用廊下、共用玄関等に物置、ロッカー等

が置かれていることにより、死角となる箇所
が発生している場合には、これらの物を除去
し、見通しを確保すること。



9 みんなの力で地域の防犯 !

 （3） 　植栽の樹種の選定及び位置の配慮等
    　植栽については、周囲からの見通しを確保

し、又は侵入を企てる者がその身体を隠すお
それのない状態とするために、樹種の選定及
び植栽の位置に配慮すること。また、定期的
な剪定又は伐採を行い、繁りすぎにより死角
となる箇所の発生を防ぐこと。

 （4）　屋上
    　屋上は、出入口等に扉を設置し、屋上を常

時居住者等に開放する場合を除き、当該扉は
施錠可能なものとすること。また、屋上がバ
ルコー等に近接する場所となる場合には、避
難上支障のない範囲において、面格子又はさ
くの設置等バルコニー等への侵入防止に有効
な措置をとること。

 （5）　ゴミ置場
    　ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保さ

れた位置に配置すること。
    　また、住棟と別棟とする場合は、住棟等へ

の延焼のおそれがない位置に配置すること。
    　ゴミ置場は、他の部分と塀、施錠可能な扉

等で区画されたものとするとともに、照明設
備を設置すること。

 （6）　屋外機器の適切な場所への設置
    　屋外に設置する機器については、住戸への

侵入を企てる者の足場とならないように適切
な場所に設置すること。

 （7）　防犯器具等の普及
    　防犯建物部品等及び侵入警報、警戒装置、防

犯ブザー等の防犯器具等の整備に努めること。
　2　居住者等による自主防犯体制の確立等　
 （1） 　管理組合等を中心とした自主防犯活動の推進
    　管理組合等又は管理者等のうちから防犯担

当者を指定し、住民、管理組合等を中心とし
た自主防犯活動を推進すること。

 （2）　地域における連携
    　警察署、市区町村、町会・自治会、子ども

見守り隊等の防犯ボランティア団体等との連
携を深め、情報の共有及び安心・安全まちづ
くりを推進すること。

　3　防犯カメラの運用
   　共同住宅の防犯カメラを設置及び運用する者

は、プライバシーの保護に配慮して、適切な管
理運用に努めること。なお、防犯性の効果を高
めるため防犯カメラを設置している旨の表示等
について配慮すること。

　4　専門家の指導助言　
   　防犯設備（注 8）等を設置する場合において

は、専門家の防犯診断や指導助言を受け、防犯
効果を高めるように努めること。

（注 1） 「犯罪企図者」とは、犯罪を行おうとする者をいう。
（注 2） 「人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の

照度」とは、10 メートル先の人の顔、行動が
明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度
以上の照度（平均水平面照度（床面又は地面に
おける平均照度をいう。以下同じ。）がおおむね
50 ルクス以上）をいう。

（注 3） 「人の顔、行動を識別できる程度以上の照度」とは、
10 メートル先の人の顔、行動が識別でき、誰で
あるかわかる程度以上の照度をいい、平均水平
面照度が概ね 20 ルクス以上のものをいう。

（注 4） 「チェーン用バーラック」とは、駐輪場に固定さ
れている金属製の棒（バー）をいい、これと自
転車等をチェーン錠で結ぶことにより、自転車・
オートバイ等の盗難を防止することができる設
備をいう。

（注 5） 「サイクルラック」とは、チェーン用バーラック
と同様の機能を有するもので、1 台ごとのスペー
スが明確に区分されているラックをいう。

（注 6） 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、
4 メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる
程度以上の照度（平均水平面照度がおおむね 3
ルクス以上）をいう。

（注 7） 「防犯建物部品等」とは、「防犯性能の高い建物
部品の開発・普及に関する官民合同会議」（平成
14 年、警察庁、国土交通省、経済産業省及び建
物部品関係の民間団体が共同で設置）が平成 16
年以降公表している「防犯性能の高い建物部品
目録」に掲載された建物部品など、工具類等の
侵入器具を用いた侵入行為に対して、①騒音の
発生を可能な限り避ける攻撃方法に対しては 5
分以上②騒音の発生を許容する攻撃方法に対し
ては、騒音を伴う攻撃回数 7 回（総攻撃時間 1
分以内）を超えて、侵入を防止する性能を有す
ることが、第三者機関により確かめられた建物
部品をいう。

（注 8） 「防犯設備」とは、防犯カメラ、防犯ベルなどの
犯罪を防止することを目的とした設備をいう。






